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コンドルセとホーレス・マン

ー公教育論と被教育者をめぐって－

ＣＯndorcetandHoraceMann

-theirideasofpubliceducationandeducatee-

森田希

KiijcﾉｂｉＭ刀かａ

DependingontheidcaofCondorcct（1743-1794）alldlIoraceMann（1796-1859)，Ie1ucidate
aproblemwithwhicheveryl)odyisnecessarilyconfrontedinprocessoftllinkiIIgabout

educatｉｏｎｍａｓｔａｔｅａｎｄａｓｏｃｉｅｔｙ、

Ｔｈｅｏｕｔｌｉｎｅｉｓｆｏｌｌｏｗｉｎｇ；
ＩｗｉＩｌ

ｌ）mdicatetheirgroundofanargumentofpubliccducationfromtwoviewpoints，ｔｈａｔ

is，ｉｄｅａａｎｄｒｅａｌｉｔｙ，ａｎｄｅｘａｍｉｎｃａｗｏｒｄ“rｉｇｈｔｏｆｅdllcatioIl'，uscdthere．

２）investigrltehowthcyapl>rehcn〔l“educatee，'asanobjectoIcducatioll､andmanifcstthat

Condorcetregardｓｐｒｉｍａｒｉｌｙ‘`edllcalce，，ａｓａｃｉｔｉｚｃＩ１ｉ【］ａｌ〕olitictllsensewhiIcManllregｉｌｒｄｓ

ｈｉｍａｓａｃｈｉｌｄwhoisthesubjcctoflcarnin９．

３）linallyconcludeth(1t､ａｓａ［u､〔1amentalattitudeforpul〕liccducation，Condorcethada

politicalilltercsｔｐｒｅｃｅｄｍｇａｎｅｄｕｃａｔｉｏｌｌａｌｏｎｅｗｌｌｉlcMallI1hadbothinterestswiｔｈｔｌｌｅｓａｍｅ

ｖａｌｕｅ，ａｎｄｄｉｓｃｕｓｓｔｈｉｓｓｉ８ｎｉｉｉｃａｎｃｅ．

るようになる。

このようなTlj民鱸命後の（欧米）近代i滴'五1家において

公教育（政府が段１，，維持するという謹味での）が国民

のIlMに普及していくようになるには，現実の国家・社会

の中から直接に灘かれる要求，あるいはそれらを支える

経済的埜盤が大きな原動力となったことは言うまでもな

い。だが，それだけでは公教育の推進はなしえなかっ

た。同時に，そのような公教育を弁明，正当化あるいは

統繍していく諸皿念が存在しなければならなかった。即

ち，Ｍ人類普皿の〃というような文脈の中で探傍される

目lll，平等，独立，自然権，教育権……。百わぱ，人権

立商や市民社会の論理，あるいは近代教育思想から導か

れる（理想的）理念である。公教育を推進，指導してい

く立場の人|Ａ１にとって何よりもまずそのEl1念が，彼らの

基本的態度（その出発点にある関心）を支えるようにな

る。

しかし，問題がそこに発生する。「教育」という言葉

１

本論文の目的は国家・社会における教育を考えていく

上で必然的に誰もが直面する問題をコンドルセ(Milrqu-

isdcCondorcet，1743-1794）とホーレス･マン（IIora‐

ceMann，1796-1859）の論に依拠し，解明していくこ

とにある。概要は次の通りである!)。

安定した社会が動揺し，あるいはは解体し，新しい社

会の述設の必要性が広く望まれる状況になった時’その

社会処設の有力な機能として，もしくは国家の政治活動

の一部として，帆教育〃が人々のI1Uで恋識化され,その

重要性が,Ｍ１えられるようになる。そのような現象は$<絶

対主義時代の落し子〃とも言われるが，明確な形を呈し

て開始されたのはやはり，市民革命後の近代国家成立の

時期から（18Ｃ後半以降）と言ってよい。その結果’政

府（国家）が全国民に広く行き渡る教育を計ihi，主宰す
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をめぐっての彼らのその基本的態度である。つまり教育

が「子供を善くする」（村井実)2)という関心から生れる

営みである以上，それが思想にせよ，制度にせよ，方法

論にせよ，「教育」と名のつく限り，本来的にはその基

本的態度は子供の成長とか発達一子供の「善さ」－

に向かうものでなければならなし。

だが，現実の国家・社会の中で推進される（公）教育

においては，この「子供を善くする」という関心がその

出発点に据えられているとは必ずしも限らないのであ

る。それ故，この基本的態度のあり方いかんによって，

例えば理想とされる､汎教育の自由〃という言葉は子供一

人一人の成長，発達をはかるということから一転して，

専制君主の国体強化の口実に陥ることにもなりうる。

コンドルセもマンもこのような意味において多くの近

代における（理想的）理念を共有し，その言葉の中へ，

当時の時代と社会の抱えていた現実からの要求を調停し

ようと試みつつ，公教育を推進，指導していった。ま

た，実際の制度的観点からも機会均等，無償性，中立

性，生涯教育施設の準備などに共通点(今回は触れない）

を見出すことができ，それらは自由主義的，民主主義的

な教育と言われる観点から一般に望ましいとされる形態

であったと言える。

しかし，いったん共通理念としてのそれらの言葉の内

実に入り，彼らの公教育に対する基本的態度に接触した

時，結局の所，その出発点において大きく２人の関心が

異なっていたことを認めざるを得ないのである。結論を

述べておこう。コンドルセにおいては公教育を構想する

にあたり，彼の根本の関心として「子供を善くする」と

いう教育的関心に先行して，むしろ「ＩＨＩ家・社会を趣く

する」（便宜上，政治的関心と名づける)という関心があ

ったのではないか。一方，マンにおいては勿論，「国家

・社会を善くする」という政治的関心は持っていたが，

それと全く表裏一体の形で「子供を善くする」という教

育的関心を持っていた。

本論文は，文化，時代，社会などを言わば帆独立変数〃

として２人の公教育論を比較考察することに主眼は置か

れていない。「子供を善くする」という関心が１つの教

室，１つの家庭から国家・社会という枠組に置き換えら

れた時，もはやその教育的関心は自存的であることがむ

ずかしくなり，他の大きな関心（政治的関心）との間に

生じる緊張と調停に支えられた、ジレンマ〃の上に改め

て成立する。そしてこれこそが国家・社会における教育

を考えていく上で『誰もが直面する問題』~政治的関

心と教育的関心の間に生れるジレンマーであり，それ

をコンドルセとマンの論を援用しながら，改めて浮き彫

りにしていくことを本義とするものであるの。そして教

育学を研究する我々が公教育に潜在するこのジレンマを

上記の視点に立って’１１り起こし，問題化していかなけれ

ば，教育の自律性，存在価値などは失われてしまうので

はないか。－この私の主張が全体に流れている。

そこでまず私は，２人の公教育の論拠を理念と現実の

２つの方向から改めて整理し，同時にその中で使われて

いる「教育権」という言葉も併せて吟味しよう。そして

(教育学上，重要と思われるので）彼らがその中で教育

の対象となるべき被教育者（子供）をどう捉えていたの

かを探りつつ，前記の帆ジレンマ″の意味について考察

を加えていくことにする。

２

まず，コンドルセの公教育の論拠をまとめてみよう。

（１）人権宣言でⅢ]文化された政治上の平等を実際的な

ものとしい精神的にも経済的にも他人に従属しない独立

した市民の形成。

（２）諸々の技術を完成し，人々に幸福と繁栄をもたら

し，災柵を減らし，社会の効用を増大させること。

（３）才能を持っている人々にそれを伸ばす機会を提供

し，つまり天才の力を発揮させ，真理を発見し，人間精

神を完成へと促す。

コンドルセの公教育の論拠は全体がこのように理念的

(理想的）である。そして，その中でも彼も述べるよう

に(11の政治上の平等を実際的にするという事が第一の論

拠であったと考えてよい。革命則のフランスにおいては

何よりもまず，人椛宣言というものが「人間の名におけ

る，人間の権利の宣言であり，人権は，自然法にもとづ

く人類普遍の原理｣』)にまで高められていたのであり，

それ故，あらゆる行動の指標に他ならなかったのであ

る｡

しかし，彼の公教育論の中には多くの研究家が指摘す

るように，当時の非常に現実的と言える要求が実際には

調停されているのである。それは彼の所属したジロンド

派の立場，即ち，経済において実力を貯えながらも政治

的には第三身分として何ら権利を持つことができず，そ

れに強い不満を持っていたブルジョアジー達の要求であ

った､)。

コンドルセの公教育は初等学校(6colesprimaires）

においては彼自身も述べるように「大多数の国民」が対

象となっている。しかし，上級階梯に進める者は全国民

ではなく経済的にゆとりのある家庭の子弟だけである。
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から中期にかけてのマサチューセッツ州及びアメリカ合

衆国の中で生じた|Al題が直接的に反映されている。そし

てそれに直面していたマンにとっては公教育の弁明の中

にそれらの問題を取り込んでいかなければならず，それ

は「行政官としての任務を果たすための一つの手段的な

行潟｣')に他ならなかったのである。そうしなければ公

教育に未だ無理解であった人々の眼を向けさせることが

できなかったのである。これらの現実からの要求が公教

育を,|j凪の間に瞥及させていく実際の原動力であったと

しても，しかしながら，マン日身の真意というものはむ

しろ理念的要求の上に，本当の公教育推進の論拠を見出

そうとした。マンの理念的要求とはおおよそ次の通りで

ある。

即ち，教育に対する租税が個人の財産権を侵すとして

学校税の徴収に反対していた人々に対する反駁と説得か

ら始まる。蓄積された財産とI士自然からの恩恵で成り立

っており，特定の個人，世代の所有物ではなく，世代か

ら世代へ伝えられるものである。それ故，次の世代は我

々の財産に対するliI1i求権を持ち，一方，我々は彼らを未

来の相続人としてY1f格あらしめる義務を負うのである。

－その財産樅についての惹え方(10年報)から自然権と

しての教育のＭｉ利が灘かれる。つまり，全ての子供は空

気を吸い，生命の維持に必要な栄養，住居，保護を受け

る権利と同様，教育に対して絶対的な樅利を持つ。それ

は彼らがこの地上にﾉ化を受けた時より，知識と道徳をさ

ずかるまさに「子供の権利」（rightofchild）である。

そして一人一人の子供のこの教育を受ける権利（受教育

権）があらゆる人為に先行する、然権であり，これこそ

がマンの公教育の論拠の中核と捉えてよかろう。

確かに堀尾氏が既に指摘してこられてきたように近代

教育思想の本質的部分には，即ち革命後の市民社会の論

理から導かれるものとして「人権思想の系(コロラリー）

としての子供の権利の確認と，その教育的表現としての

学習樅ないし教育を受ける椛利の主根｣，そして「近代

的親権観の成立により，親は，子どもの権利を実現させ

るための現実的配慮の義務を負いこの子どもに対する

義務を第一次的にlihl行する椛利をもつものであること，

そして，この椛利は親の自然樅に属するとされる」とい

う，教育の権利（教育権）をめぐる２つの契機が存在し

ていたと言えるloL

かかる文脈でマンについて付言しておくなら，彼は勿

論，親の子供に対する教育梅は強調している。つまり，

彼はすぺての児童が学校へ行くことを望み，且つ絶え

ず，心の中にその関心を持っていたけれども，同時代人

革命期において未だ本質的には農業国のフランスにおい

て，労働力としての子供を長い|AI手放すことができなか

ったり，また教育それ１．体を必喚としない階llTIが多く占

めていたと考えられる。そのため，そのような農民の階

層は実質的に外されていくことになり，経済的な実力の

あるブルジョアジー主体の教育体制が内実を,Liめるので

ある。

無論，コンドルセはこの内実に喚んだ矛盾を肯定しな

がらも，他方，それに対して様々な調停を兄山してい

る。その1つが「能力」の差ということであろう。即

ち，能力があっても経済的にゆとりのない家庭の子弟に

は「祖国の生徒（61bvcsdelapatrie)」として学資を

政府が保証するのである。勿論，この恩恵にあずかるの

は僅か一握りのエリート達ということである。

そのような文脈で把えるならば，コンドルセの考えた

｢instruction」とはその内実の矛盾を見事に調停したも

のと言える。instructionとは彼自身が述べるように

｢単に実証的な教育，すなわち，ｌｊｌ実の真理及び計算に

ついての教授」であるがその本質を私がまとめるなら次

の如くである。つまり，真理を媒介に生徒自身をして，

科学的合理的思考態度，推論の方法をしっかりと身につ

け，精神的にも経済的にも独立した市民になることを意

図した教育の形態であるの。

これは一方でコンドルセの目指した「国凪王権と個人

の尊重に立脚した高度の法治国家｣7）での個々人の行動

の原理であり，他方，それはまた，都市を基盤に自由で

主体的な活動を行おうとするブルジョアジー達にとって

もまさに行勁の原理に他ならなかったのである。

このようにコンドルセの公教育の論拠を振り返ってみ

るにそこには人権宣言で保証された『人類普遍の原理』

に貫かれた渚理念がその表面を形作っている一方，その

内実においては当時のブルジョアジー達の行動を正当化

するという要求が含まれていたのを我々は見ることがで

きる。

では一方，マンはどうであろうか。まず，渡部品氏の

整理を参考にその論拠の現実的側面を見ていこう8)。

（１１経済的要請。ロⅡち，教育を行うことで一層，有能

な労働者を育成し，もって生産力を満めること。

（２）共通価値観。移民者が増力Ⅱし価値の混乱してい

たアメリカにおいて，アメリカ|剛民としてのナショナリ

ティーを全国民に浸透させること。

（３）社会秩序の維持。知的向上による貧困を除去し，

犯罪，暴動を減らす。

これら３つの現実的要求からの論拠は確かに１９Ｃ前半
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の多くの政治学者とともに，彼は「児童が(１Jをなすべき

かを決定する親の権利」と考えるところのものを蟻牲に

することができなかった。そしてヨーロッパへの教育視

察後は，幾分かlijC学の義務制に傾くが，それは子供の教

育に極端に怠慢な親のいる場合に限るのであり，結局の

所，最後まで親の教育権に対する配慮から義務制の考え

を徹底するに至らないのである1,＠

Ｍ教育権γという言葉が出てきた所でコンドルセに話

を戻そう。コンドルセも自然権としての教育権について

論じている。

コンドルセによれば，人間の自然権は何よりも社会制

度に先行するものであるが，その内容は「人身の自由，

財産の安全と自由及び自然的平等」であり，この内容が

人間の自然的，１１j民的，政治的諸権利を定立させてい

く１２)。勿論，その自然極の具体的な内容の１つとして

「教育権」も含まれる。即ち，彼は人権宣言案の第23条

において，「教育は万人の必要物であり，社会はその全

ての構成員に対して等しく教育の義務を負う」と述べて

いる。ただ，コンドルセにおいては，親の子供に対する

養育楢を含む所の教育権という考えが，明ｉｉｉに位置づけ

られ，彼の全思想に浸透していた。それ故，周知の如

く，公教育論においては就学の義務をとらず，それはあ

くまで個人（親）の意志の自由に委ねると朋紀されてい

たのである。

コンドルセにおいて前述したような被教育者（子供）

の受教育権という考え方が無論，全くなかったわけでは

ない。彼は親の子供に対する教育権を尊重しながらも，

一方でその結果として，親が子供の教育に怠慢になった

り，或いは彼らの窓意によって子供に対して思想的偏見

を生むことを十分に危倶する。それ故，「家庭教育から

生ずる偏見は，社会の自然的な秩序の１つの結果であ

り，賢明な教育は，知識をひろめることによって，こう

した偏見の治臓薬のはたらきをする」と強調している。

我々はこうした態度に子供たち自身の教育に対する権利

の配慮というものを読み取ることができる。

このようにコンドルセ，マンのiTIi者において，「教育

権」という言葉をめぐる２つの考え方が存在していたこ

とを認めることができる。総じて言うならば，今まで見

てきようにコンドルセは親の教育権，マンは子供の被教

育権を力説しており，更にマンにおいてはそれが公教育

の直接の論拠となっていた。

教育権に対するこの２人の立場の相違は何に基くので

あろうか。

例えば，市川氏が指摘されるように，親の教育権は近

第２７号１９８７

代私教育体iliIの下で「自由権」として早くから尊菰され

てきた。それに対し，子供の教育を受ける権利が「社会

権」として認められてくるのは，私教育体制が近代公教

育の中で再IMM成されていく19世紀後半以降であり，言わ

んや，法制的に明記されるようになるのは，今世紀の事

柄に属するという見方が考えられる。それ故，このよう

な兄方に沿って，マンとコンドルセの教育権をめぐる相

違の要因を時代的，文化的，社会的な背景の中で捉え直

していく作業を我々が試みることも可能である'3)。

だが，上記の問題がそのような言わば歴史的文脈の中

で解釈されえたとしても，今，教育を一層原点に接近さ

せていくならば，両者には明らかに異質な点が存在して

いる事を指摘せざるを得ない。それが被教育者（子供）

の問題である。つまり彼らが教育の対象となるべき被教

育者(子供)をどう捉えていたのか。そしてこれが単に教

育権に対する２人の態度を反映しているばかりでなく，

彼らの（公）教育に対する基本的態度を率直に映し出し

ているのではないかと私は提起してみたい。

３

教育という営みはそれが個人であれ，特定の集団，世

代であれ，ある対象に向けられた働きかけである。それ

故，当然のりlながら，その働きかけのあり方と平行し

て，その対象となるべき被教育者（子供）をどう捉える

のか，あるいはそれは何か，そして，子供自身の成長，

発達というものをめぐっての教育方法論上の配慮が，教

育の過程の中でも大きな位置が与えられなければならな

い。今，我々がコンドルセの公教育論を読み返してみる

に’そこには以上の観点に立った被教育者（子供）とい

うものに対する配慮が不思議と欠落していることに気づ

かされる。何故か。

当然考えられる事は，Ｆ・Ｖｉａｌが次に指摘しているよ

うにコンドルセの論じたのは，子供とその教育をめぐっ

ての方法論上の問題ではなかったということである。

「そして教育(instruction）に関して[剛家の義務と個

人の権利とは何か。どんな目的を公教育は追求しなけ

ればならないか。国家の（設腫する）学校において教

育することに課せられた教師はどのように選ばれる

のか……。コンドルセの眼にとって，そのような事が

教育上の根本の問題である｣!‘）

このＶｉａｌの見解に異存はあるまい。政治国家におけ

る教育の存立形態，あるいは教育と公権力（行政権力）

のＭＩＩ係といった問題をコンドルセは議論の中心に据えた

のである。従って彼の公教育論の中で被教育者として泣
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えず，彼を動かすために供給されなければならない。

しかし，望みがかき立てられた時から，彼は自動的で

あり，そして独力ですすむ｣'9）

以上のような言明からも察することができると思う

が，マンの教育思想の成立の背景としてロック及び骨相

学のクーム，そしてペスタロヅチなどの名前を我々は挙

げることができる20)。（ここでは彼らからの影響につい

て具体的な論策は行わない）そのような思想家たちの考

えに影響を受けつつ，マンは同時にⅢ教育〃とは人間諸

力の調和的発展を促すものであると述べている。

「教育の過程はわれわれずぺての諸能力の秩序ある均

整のとれた発達と強化｣21）

「学校の勉強は，能力の調和的発展を促進するように

編成されるぺきである｣22）

そしてマンは子供の教育について親や教師に必要とさ

れる２つの資質として子供に対する愛と知識（loveand

knowledge）をあげ，前者が自然に与えられるが，後者

が一般に怠りがちであると述ぺる。それ故，深い観察と

省察によって子供についての知識を得ることの必要性を

説いている23)。

以上のようにマンは教育を能力の調和的発展への働き

かけと捉えつつ，学習主体としての子供の認識というこ

とにおいて明確なる自覚を持って被教育者（子供）を把

握していたと考えられる。

無論，マンの中に，このような子供への関心，そして

前述した現実的社会的要求への配慮と並行して，コンド

ルセにおいて明確な形で表われていた理念的（理想的）

政治国家建設の意図がなかったわけではない。その意図

もマンの公教育構想の中で重要な役割を演じていたこと

は言うまでもない。

マンに依れば，理想の共和国とは主体的な存在として

の子供達一人一人が共和国の徳目を自ら獲得していき，

やがて大人になったとき，即ち，彼らが本当の共和主義

者になったとき，その集合体に対してはじめて共和国と

いう名を付与することが可能となるのである。それ故，

彼は繰り返して次のことを力説する。

「共和国（republic）を創るということは容易なこと

かもしれない。しかし共和主義者（republicans)をつ

くることは至難のことである｣別）

そしてマンにおいては同時に，その共和主義者として

主体的仁痩得していかなければならない徳性はキリスト

教の道徳とまさに不離の関係にあった。

「教師たちに保護と教育が託されている子供たちや青

少年の精神に敬虐，正義の原則や真実に対する神聖な

いたり，笑ったり，生き生きと駆け回ったり，熱心に勉

強している子供達は登場しない。代わって政治的な意味

における｢国民」あるいは人間精神の完成という視点，

つまり’八人類〃という視点からの新しい「世代」として

被教育者は語られるのである。

「自分の才能を完成し，従事する権利を有する社会的

職務を遂行する能力を身につけ，生得の才能を十全に

発達させるための便宜を各人に保証すること，またそ

れによって国民の間に平等を実際に樹立し，かつ法律

によって承認されている政治的平等を実際的なものと

すること……」

「……各世代の身体的，知的，道徳的能力を啓培する

こと，またそれによって，あらゆる社会制度が指向せ

られるべき究極の目標である人類の全般的かつ漸進的

な完成に貢献すること」（傍点筆者)'6）

コンドルセが被教育者の教育を受ける権利と言う時の

それも全く同様にこの立場から基本的には論じられてい

る。我々はここでこの問題をマンの中で探っていこう。

まずマンは，公教育制度において従来の「子供」自身

への配慮の薄さを次のように述べる。（マンにおいて被

教育者は多くの場合，`子供心,と述ぺられているので，以

下剛子供'′という表現を使う）

「今までなされた人間改革のすべてのこころみ，すな

わち政治の機櫛を変えること，苛酷な刑法をやわらげ

ること……これら全てのこころみはまだあどけない青

年特有の精神的特質，その感化力に対する従順性，そ

れが受けとめる感化力の永遠的かつ自動的性格を殆ん

ど全く認識していなかった｣'`）

マンに依れば創造主は子供を全く無知で無力で｢白紙」

の状態でこの世に誕生させた。しかしまた従順住があ

り，感化力を持ち，単に肉体的，物質的欲求にとどまら

ず，知的，鞘神的欲求を強く持っていると言う。

「子どもは単なる肉体的生存の関心よりはるかに高い

関心を持っている。自然的生命の欲求が等閑視される

ことは，人格に対する関心が無視されるよりまだまし

である｣'7）

それではそのように自ら『自動的性格』を持つ子供た

ちはより具体的にはどのように捉えられていたか。結論

から述べれば，子供の学習を，自らの内部から発する所

の自己活動として捉えていた。

「知識は１つの器から他の器へ液が移されるように子

供の心に注入できるはずがない｣18）「学習することの

望みが子供の中に有するまでいくつかの外的な力が絶
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尊敬，祖国愛，人頚愛や普遍的慈悲，禁酒，勤勉，節

約，克己，人間社会に名誉を加える他への道徳，そし

て共和国が基礎づけられている根底を印象づけるため

に最善の努力を傾けること……これらはキリスト教の

道徳であり，また神から授った徳の分野であり，一部

ではなかろうか｣ご`）

我々はここで，マンの掲げた理想の上記の諸徳性とい

うものか，学習主体としての子供観と一致するか否かを

新たに問題にすることができる。これは重要な教育(学）

上の問題なので後で再び取り上げるが，即ち，（公)教育

において学習する主体としての子供（その成長，発達な

どの過程自体を重じる教育観＝過程像志向）が存在する

－万，キリスト教の諸徳性を獲得した理想的人間（成

長，発達の結果を重じる教育観＝結果像志向）が存在す

る26)。それ故，これらの過程としての子供像，結果とし

ての人間像が本当に矛盾なく相通じていくのか否か我々

が当然，疑問を抱く所なのである．

それについての性急な結論は差し控えておこう。しか

し事実としてその問題を検証できるか否かは別とし

て，マンの真意は生涯にわたって，この教育をめぐる２

つの志向に矛盾を感ずることなく，－体とものと捉えて

いたのではないか。私の率直な感想に留めておく。

以上が２人の被教育者（子供）観のあらましである。

今一度整理してみるならば，コンドルセにおいては政治

的な意味での「国民」あるいは「個人(親)｣，そして人

類という見地からの新しい「世代」としてそれは把握さ

れていた。マンにおいては成長し，発達する子供自身の

把握を試みようとして，一人一人の子供に観察の眼をlnl

け，学習主体としての子供観を得るに至っている。そし

てマンによって導かれたものは，今世紀，教育学，心理

学で頻繁に言われてきたい子供の発見'′という事に相通

じていると考えられる。

コンドルセにとっては，上i;dのような任務を背負いな

がらも，公教育を構想していくにあたり，彼の基本的態

度，つまりその出発点にあった関心は，教育的関心（子

供を善くする）ということに先行して，政治的関心（国

家・社会を善くする）があった。つまり，コンドルセの

目指した理想的政治国家の実現，あるいは人間精神の完

成という第１の目標を達成するための手段として教育

(Instruction）が考えられ，あるいはそれに重要な役割

が与えられたのである。

一方，マンにおいてはどうだろうか。勿論，今まで見

てきたように彼においても「国家・社会を善くする」と

いう政治的関心を持っていたが，それと全く表裏一体の

形で「子供を善くする」という教育的関心を持ってお

り，それが彼の中にあって積極的に被教育者への観察と

眼を向けさせ，学習する主体としての子供観を随所で述

べていると考えられる。（それに基づく教授法も彼は論

じている）

この私の結論を別角度からもう少し堀り下げてみよ

う。即ち，ここにおいて述べられた教育的関心，政治的

関心とは教育者から被教育者への働きかけにおける２つ

の異なる態度を表明したものである。それが，先程少し

触れたが，教育における過程像と結果像の２つの志向で

ある。過程像志向とは，教育をどこまでも子供自身の，

身体的，知的，道徳的にせよ，その発達とか成長の過程

それ１１体にその意味を認めていくものである。それに対

し，結果像志向とは，教育する者があらかじめ出来上が

ったある形を念頭において，その形に子供を教育しよう

とするものである27〕。

我々が使ってきた教育的視点，即ち，「子供を善くす

る」という関心は，純粋な意味において過程像志向によ

る教育を指している。即ち，大人や教師の側が善しとし

たことを子供に教育していくのではなく，どこまでも子

(↓tは彼、身で「善さ」を見出していくのであり，教育と

はそのための手助けにすぎないのである。それ故，この

ようなどこまでも子供の成長，発達の過程を重視する意

図がその根底に据えられていると認められる限り，我々

はまずもって％､教育的γという形容詞を付与することが

できるのである。学習主体として子供は独力で進んでい

くのであり，教育とはその働きを活発にするものである

としたマンにおいて何故，我々が教育的関心を認めるこ

とができたのか，以上の事から判然としてくるであろ

う。彼は別の所でも繰り返し次の事を強調している。

｢子供の教育においては動機が全てである｣28）

かかる観点の上で政治的関心に立った教育を捉えてみ

４

コンドルセもマン共に人権宣言，あるいは独立宣言で

明言された各個人の自由と平等の実現による理想の国

家，社会の建設，そしてそれに必要とさるれ市民の育成

といった彼らの基本的態度を支えた理念的要求。そして

他方，社会の現実から導かれる要求。この２つの要求に

一致点を兄出し，公教育の推進を正当化するという大き

な任務を背負っていた。では何故，今まで見てきたよう

にコンドルセとマンにおいて被教育者観，あるいは教育

権という項であのような相違を認めることができたの

か。次のような結論を導くことはできまいか。
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よう゜そこでは，理想の国家，社会の形態，そしてその

システムを発展、維持させていくのに必要とされる資質

をそなえた市民像が教育する者の念頭に置かれ，それに

向かって成長，発達させる意図を持って子供に働きかけ

る，言わば結果像志向の教育観が前提となっている。教

育する者にとっての基本的態度とは，厳密に述べるなら

ば，子供自身の善さを実現するのではなく，彼らの（理

想，目標とした）善さを実現するという性格のものにな

る。

過程像志向の教育にも，無論，政治への関心が存在し

ないわけではない。しかしながら，その政治的関心は教

育においてはどこまでも間接的であり，何よりあまず子

供の教育が中心となる。そして子供の教育の結果とし

て，即ち，彼らが然るべき国民に成長して，国を動かし

ていくようになった時，政治も成立するのである。それ

故，第一の関心は教育にあり，政治は，経済にしても宗

教にしても基本的には同様であるが，あくまでもその結

果の上に成立していくのである。丁度，ソクラテスが青

年の教育こそがい最大の政治術″とした図式にその原型

を見ることができよう。

現実は，しかしながら，必ずしも人々が願う方向に進

むとは限らない。子供の教育によってlFlを善くしようと

願っても，人々は鯛し合い，戦争を引き起こし，国'liljも

荒んでくると，視点は否応なしに変わってくる。現実の

国家，社会に絶望，失望し，理想国家の建設を望むよう

になり，そのイメージを様々に思い浮かぺるようにな

る。政治的関心から教育も考えられていく。教育は自ず

から子供の自発性とか主体性を重じるということから，

支配的，統制的性格を帯びる。「政治」とはしばしば，

強引，横暴であり，権威主義的である。それ自身のⅢ的

を完遂するためには，手段を選ばないこともある。子供

は教育者（国家）が定めた人間像（結果像）に向けて教

育されなくてはならない。この文脈においても無論，教

育は重要だと言われる．だが，それは理想国家実現の上

で，たまたまそれに重要な役割が与えられたにすぎな

い。哲人王による理想国家の統治と，それに基づく教育

へとソクラテスを離れて転回していったプラトンの姿を

私は今，思い浮かべた所である。

避けて通ることのできない性質のものである。口頭にも

掲げたが，教育思想，教育行政，公教育といった言葉に

Ⅶ教育〃という言雌が含まれる以上，そこには「子供を

善くする」関心，意欲の契機が存在し，またその自律性

がどれだけ人々の意識の中で堅持されているのかを我々

は主張しなければならない｡結局，その事においての

み，時代も文化も社会も越えるまさにい人類普迦の原理'′

を見出すことができるのである。『国家・社会における

教育』という問題も，かかる視点に立った時，一層，意

義あるものとなってくるのではなかろうか、

註

l）本論文に用いたマン及びコソドルセの原典，邦訳は

次の通りである。なお，必要と思われた鮒３章を除

いて，これらからの引Ⅱ]については註を原ⅡⅡ的に省

略した。

（コンドルセ）Ａ，CondorcetO，ＣｏｎｎｏｒｅｔＭ,Ｆ，

Ａｒago．“ＯｅｕｖｒｅｓｄｅＣｏｎｄｏｒｃｅｔ'’１２ｖｏｌｓParis，

Didot，1847-1849．「公教育の原理」松Alj鈎側〈明治

ｌＸＩ１Ｉ；1973年

（-､アン）HoraceMann“Annualreportsonedu‐

cation，’Boston，1868．‘`Ｌｅｃｔｕｒｅｓａｎｄａｎｎｕａｌｒｅ‐

portsoneducation'，Ｃａｍ，1867．‘`Lectureson

Edllcation'，ＮｅｗＹｏｒｋ'１９69．「民衆教育illii」久保

義三訳明治1ＫＭ11976年

2）村井実「数育思想」放送大学教育振興会1985年．

「教育学入門（い」講談社学術文庫1976年など．な

お，本論文'よこれら村井災氏の著作に負う所が大き

い。

3）政iifi的関心に､Ⅱえて，例えば，経済的関心，宗教的

関心など，それと並行するような諸関心が考えら

れ、教育一政給の２つの関心だけで公教育を論じる

ｉｌｉには，当然ながら批判がなされよう。しかし，本

iiii文では教育と摘抗すると考えられる諸[M1心の中で

も，政治的関心１つに論を定めている。コンドルセ

とマンの漬かれた状況，Ｍりち，国家，社会の建設途

’二にあったフランス，アメリカ両国の状況を考懲し

た場合，そオLが肢も妥当であると思われたからであ

る。

4）堀尾輝久「現代教育の思想と構造」岩波141店１９７１

年p､5

5）森田伸子「子どもの時代『エミール』のペラドク

ス」新曜社1986年ｐ、ｐ、273-283他参照

６）’''１柵「コソドルセにおける『公教育』のｌｌＩＷ１」慶応

義塾大学大学院社会学研究科修士論文1985年参照

7）117}}1正晴「フランス公教育政策の源流」風間毒睡

1977年Ｐ・１Ｍ

８）渡部,(ｈ「ホーレス・マン数行思想の研究」学芸図

T1I1981年ｌ)．Ｉ〕、80-91

９）同上Ｐ、５９

１０）堀尾輝久前掲書ｐ､８

国家，社会における教育を考えていく上でのこの２つ

の態度を，それがどちらが正しいとは無論，誰も未だ完

全な形で確認できた者はいない□結諭を下すにはあまり

にも大きな問題である。だが，我々教育学を研究した

り，あるいは教育活動に携わる者にとって，この問題は
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11）青木薫「アメリカの教育思想と教脊行政」ぎよう

せい1981年ｐ・p82-92

12）吉田正晴前掲謎ｐ､ｐ､89-115

13）市川昭午「教育行政の理論と|州造」教育開発研究

所1975年の第３厳を参照

14）Ｆ､Vial"Condorcetetl'6ducationd6mocratique”
l970Gen6vePl6

15）松島釣前掲邦訳ｐ・Pl30-131

16）久保義三前謁邦訳Ｐ､159

17）同上ｐ３３

１８）HoraceMann“SecondAnnualReport”ｐ､５１６．

“Ｌｅｃｔｕｒｅｓａｎｄａｎｎｕａｌｒｅｐｏｒｔｓｏｎｅｄｕｃation,,,

に所収

19）同上Ｐ､517

20）波部,1m前掲識の雛２瀬を参照

21）同上pp50-51

22）HoraceMalm“LecturesonEducation',ｐ,３７

２３）同上ｐ､186

24）久保義三iii栂邦訳Ｐ､139

25）同上ｐｌ９４

２６）２７）村井実「教育学入１１１](上)」の第５章を参照

28）HoraceMann“LecturesonEducation”ｐ､１０３


